
 

全九州高等学校体育大会宿泊要項  

 

１  宿泊基本方針について 

 (1)  宿泊要項の適用対象者は、令和○年度全九州高等学校体育大会○○競技大会に参

  加する選手・監督、その他関係者（以下「参加者」という。）とする。 

 (2)  参加者の宿舎は、指定宿舎とする。宿舎の割り当ては、大会事務局が行う。 

 (3)  宿舎での１人当たりの畳数は、１.５畳とする。 

 (4)  宿舎に関する紛議が生じた場合は、大会事務局が調整斡旋に当たるものとする。 

 (5)  参加者以外の者については、原則として宿舎の斡旋は行わない。 

 

２  宿泊料金等について 

 (1)  宿泊料金は、九州高等学校体育連盟理事会で決定する。 

 (2)  宿泊料金は、次のとおりとする。 

① １泊２食 ８，５００円(税、サービス料込み)を上限とする。 

  ただし配宿数を確保できない場合は、次のプラン内で宿舎の確保を認める。 

  １泊朝食 ７，０００円(税、サービス料込み)を上限とする。 

② 福岡県で開催する競技で、上記金額での宿泊が困難な場合は、 

  １泊２食 ９，５００円(税、サービス料込み) 

  １泊朝食 ８，０００円(税、サービス料込み)までの増額を認める。 

③ 開催地の特別な事情等がある場合には別途審議する。  

④ 配宿金額は基本的に上限とし、配宿はできる限り金額を抑えて設定すること。 

⑤ 複数の配宿プランを記載する場合は、選択の注意説明を明記すること。 

          

３  宿泊申込み等の手続きについて 

 (1)  所定の申込書に必要事項を記入のうえ、２部作成すること。 

      なお、１部は当該県高体連控えとし、１部を各県高体連専門部が取りまとめ参加

申込書に同封し申込先に送付すること。 

(2)  宿泊決定通知書の送付について 

      大会事務局で配宿決定のうえ、決定通知書を参加校へ送付する。 

 (3)  配宿決定後の宿泊人数の増減については、当該校の引率責任者が速やかに当該宿

舎へ連絡すること。  

 

４  昼食弁当について 

(1) １個６００円（税込）を上限で斡旋する。 

(2) 引率責任者は必要数を取りまとめて、宿泊申込書内の様式で申し込むこと。 

(3) 引率責任者は申込内容に変更が出た場合、変更期限内に業者指定の方法で連絡 

すること。 

 

 

 



 

附  則 

平成２２年４月２６日  一部改正 

平成２４年４月２６日  一部改正 

平成２８年４月２７日  一部改正 

  平成２９年４月２７日  一部改正 

  令和 ４年１月２７日  一部改正 

  令和 ５年４月２０日  一部改正（予定） 


